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　　　　（注）１ 表中における計数は、超過課税を含まない。

　　　　　　　２ 令和２年度までは決算額、令和３年度は決算見込額（令和４年７月）、令和４年度は地方財政計画額である。

　　　　　　　３ 地方法人二税の平成21年度以降の点線は、国から都道府県に対して譲与されている特別法人事業譲与税等を加算した額。
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特別法人事業譲与税等を含む

主要税目（地方税の税収の推移）
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人口一人当たりの税収額の指数（令和３年度決算見込額）

3（注１） 上段の「最大／最小」は、各都道府県ごとの人口１人当たり税収額の最大値を最小値で割った数値であり、下段の数値は、税目ごとの税収総額である。
（注２）地方消費税については、現行の清算基準により得られる最新の理論値である。



項 目 内 容

１．課税主体 都道府県

２．納税義務者
（譲渡割）課税資産の譲渡等（特定資産の譲渡等を除く）及び特定課税仕入れを行った事業者

（貨物割）課税貨物を保税地域（外国貨物を輸入申告前に蔵置する場所）から引き取る者

３．課税方式 （譲渡割）当分の間、国（税務署）に消費税と併せて申告納付（本来都道府県に申告納付）
（貨物割）国（税関）に消費税と併せて申告納付

４．課税標準 消費税額

５．税 率

～令和元年９月： 63分の17（消費税率換算 1.7 ％） 国の消費税とあわせて ８％

令和元年10月～： 78分の22（消費税率換算 2.2 ％） 10％

＜軽減税率対象＞ 78分の22（消費税率換算 1.76％） 軽減税率 ８％

６．税 収 54,238億円（令和２年度決算額） ※令和４年度地方財政計画額：59,167億円

７．使 途
（平成26年４月～）

制度として確立された年金、医療及び介護の社会保障給付並びに少子化に対処するための施策に要する経費そ
の他社会保障施策（社会福祉、社会保険及び保健衛生に関する施策）に要する経費（税率引上げ分のみ）

８．清 算

国から払い込まれた地方消費税額を最終消費地に帰属させるため、消費に関連した基準等によって都道府県間で清算

交 付 金 税収（清算後）の２分の１を市町村に交付

交 付 基 準
人口（国勢調査）と従業者数（経済センサス基礎調査）１：１で按分

（平成26年４月以降、税率引上げ分については、人口のみで按分）

10．沿 革
平成９年４月 創設
平成26年４月 税率100分の25（消費税率換算１％）から63分の17（消費税率換算1.7％）に引上げ
令和元年10月 税率63分の17（消費税率換算1.7％）から78分の22（消費税率換算2.2％）に引上げ

指 標 ウェイト

①「小売年間販売額（商業統計）」と
②「サービス業対個人事業収入額（経済センサス活動調査）」の合算額

50％（1/2）

③「人口（国勢調査）」 50％（1/2）

９．

地方消費税の概要

4



108.2
100.7
102.5
102.8
104.7
104.4

107.7
97.8

103.1
103.5

91.9
95.9

108.3
93.2

103.6
105.2
106.1

100.6
103.7
105.5

100.7
102.5
102.1
101.2

94.0
98.7
98.4

93.8
87.3

96.3
98.9
99.0
99.3
100.8

97.1
93.1

100.9
98.3

102.5
98.7
98.3
100.4
99.1
99.4
101.5

98.8
91.4

100.0

0 50 100 150

北海道
青森県
岩手県
宮城県
秋田県
山形県
福島県
茨城県
栃木県
群馬県
埼玉県
千葉県
東京都

神奈川県
新潟県
富山県
石川県
福井県
山梨県
長野県
岐阜県
静岡県
愛知県
三重県
滋賀県
京都府
大阪府
兵庫県
奈良県

和歌山県
鳥取県
島根県
岡山県
広島県
山口県
徳島県
香川県
愛媛県
高知県
福岡県
佐賀県
長崎県
熊本県
大分県
宮崎県

鹿児島県
沖縄県
合 計

62.6
51.7

44.8
75.2

46.6
49.4
50.2

58.6
46.4

59.5
40.8

175.5 293.4

83.0
69.1

83.2
70.8
69.8

33.7
42.9

62.0
57.2

77.0
79.0

39.2
38.1

147.2
93.4

29.2
49.5

40.6
50.7

84.6
56.0

94.2
39.5

68.8
61.9

45.9
93.3

49.1
47.6

40.0
66.1

40.8
45.4

40.7
100.0

0 50 100 150 200 250 300

北海道
青森県
岩手県
宮城県
秋田県
山形県
福島県
茨城県
栃木県
群馬県
埼玉県
千葉県
東京都

神奈川県
新潟県
富山県
石川県
福井県
山梨県
長野県
岐阜県
静岡県
愛知県
三重県
滋賀県
京都府
大阪府
兵庫県
奈良県

和歌山県
鳥取県
島根県
岡山県
広島県
山口県
徳島県
香川県
愛媛県
高知県
福岡県
佐賀県
長崎県
熊本県
大分県
宮崎県

鹿児島県
沖縄県
合 計

※ 各都道府県における棒グラフ上の数値は、人口一人当たりの金額（全
国平均を100とした場合）の指数を示す。
なお、人口は令和４年１月１日現在の住民基本台帳人口による。

※ 左表は各都道府県の令和３年度決算見込の値。
※ 右表は現行の清算基準により得られる最新の理論値。

国からの払込み段階（清算前）
最大／最小＝１０．１倍

地方消費税（清算後）
最大／最小＝１．２倍

清算基準
（消費に相当する額）

ウェイト

①「小売年間販売額（商業統計）」と

②「サービス業対個人事業収入額（経済
センサス活動調査）」
の合算額

５０％

③「人口（国勢調査）」 ５０％

清算

各都道府県の「消費に相当する額」に
基づき、清算を行うことで、税収の適
正な帰属が図られる

地方消費税の清算制度について
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消費税の使途（令和４年度予算）
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